
第 28 回社会保障審議会年金部会 
資料 2 一 3 

平成 16  年 12  月 9  日 

社会保障制度の 抜本改革に向けて 

1 , 社会保障の在り 方に関する懇談会の 目的、 役割の明確化 

D. 社会保障をとりまく 環境変 ィヒと 制度改革の視点、 

Ⅲ・連合の社会保障制度改革の 基本的考え方 

". Ⅰ " 社会保障の在り 方に関する懇談会 

2 0 0 4 年 9 月 1 0 日 

連 合・ 笹 森 清 

  

  



  1. 社会保障の在り 方に関する懇談会の 
目的、 役割の明確化 

2 0 0 4 . 9 . 1 0 

政府与党連絡協議会 
(17 人士 め 総 理 経済財政諮問会議 

自民党、 公明党 ( 総理、 官 長円 (11 人 ) 

経済産業大臣   日銀総裁 
政調会長 経済財政担当大臣 

財務大臣 
十 

参院議員会長・ 幹事長 総務大臣 民間 4 人 
衆 ・多国対委員長 

厚生労働大臣 

経済産業大臣 

く 目的、 役 害 リノ 

1. 新しい社会保障制度をつくる 中心の 社会保障の在り 方 
場 とする 

2.   検討内容の順序と 期間を明確にする 

3. 結論を改革方針とし、 答申・意見書など 
取り扱いを工夫する 

連 合 

  



I I 社会保障をとりまく 環境変化と制度改革の 視点 

■社会保障制度をめぐる「悪循環」 
2004.9.10 
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■「抜本改革なき 負担増・給付 減 」は「悪循環」を 加速させる 
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■ い ま何が問題か ? 一一破綻の危機、 土台が「空洞化」しっ っ あ る 

厚生年金の「空洞化」と 国民年金への 移行 

0 本来なら第 2 号被保険者なのに 漏れている人最大で 900 万人 ( 日本総合研究所推計 ) 

( づ第 1 号 、 第 3 号、 未加入など ) 

0 本来なら加入すべきパート 労働者 ね 7 割が未加入 
0 第 1 号 被保険者の内訳 自営業者はわずか 約 24% 

フルタイム雇用者約 21% 、 短時間雇用者約 13% 
失業者約 14% 、 学生・アルバイトなど 

( 年金パンフ p3) 

国民年金の「空洞化」 未納率が 3 7% 

0 国民年金保険料を 支払っていない 人 約 900 万人 
( 未 加入、 未納、 免除者 ) 

健保組合の「政管健保化」 

0 健保組合の解散で 政管健保へ移行した 人 約 6 万人 (03 年度のみ ) 

ゆるぎな い 「昔年金」「 皆 保険」制度の 確立が求められている 
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( エスピン，アンデルセンに よ る福祉国家の 国際比較 ) 

三つの福祉レジー ム 

自由主義レジー ム 保守主義 レ ・ ジ 一ム 社会民主主義レジー ム 

例 アメリカ ドイツ スウェ一子 ン 

社会的連帯の 機軸 市場 職域・家族 ( 政府補完 ) 政府 

脱 商品化 

脱 家族化 

福祉国家の役割 

Ⅰニ姉 i 高 古 
向 

高 4% 高 

セーフティネット 型 職域・家族柚実里 機会保障型 

相対的比重の 高い ( 男性稼ぎ 主 加入の ) 社会保 
公的扶助 

プロバラム領域 険 

弱い規制と柔軟な 労働市 桶 職域の雇用保障と 硬直した 労 

  労働市場の動態 
  市場自体のダイナミクスによる   働 市場早期退職の 奨励や女 

  l 雇用創出 l 性の非労働力化 

教育・社会サービス 

  
積極的労働市場政策と 柔軟な 

労働市場 再 訓練によるミスマ 

ッチ解消・ 

グローバル化対応 ネオリベラル ，ルート 労働削減ルート スカンディナビア・ルート 

脱 商品化 ( Ⅰ人々が市場に 依拠することなく 生活を維持できる 程度 ) 

脱 家族主義化 ( 二人々が家族的あ るいは婚姻的相互関係から 独立に経済的リソースを 活用できる程度 ) 

( 出所 ) 北海道大学大学院法学研究科宮本太郎教授フレゼンテーション 資料 ( 平成 16 年 5 月 25 日税制 胡査 会第 13 回基礎問題小委員会 ) 

  



■日本の社会保障制度の 特質は 

 
 

大企業労働者 

中小企業労働者 
自営業者 

子ども 
要介護者 

企業依存・家族依存による 社会保障の代替 

0 雇用安定 
企業依存 0 手厚い企業内福利 

本来なら社会全体が 0 公共事業を通じた 
担うべき社会保障 公共事業依存 仕事・雇用 
・福祉サービス ( 福利厚生は低水準 ) 

家族依存 0 「主婦」による 育児 
・家族介護 

米企業依存 = 企業という閉鎖的集団のメンバ 一であ り続けることが 条件 
年金も医療も、 勤務先や雇用・ 就労形態によって 異なる制度適用 

■大きく揺らいでいる 社会保障基盤 

企業依存 0 長期安定雇用の 崩壊 
0 非典型雇用の 増大 

公共事業依存 0 財政的制約 

家族依存 0 家族・地域社会の 変質 
0 担い手二「主婦」の 限界 

  
  

  Ⅰ ⅠⅠ 

  

従来型「囲い 込み」 層 と足場 
のない「浮遊」層の 二極化   

5
 



■社会保障改革の 選択肢・     問われているのは 将来に向けた「日本社会史あ り方」 

企業，家族依存 
からの脱却 

市場の主導 
ワ 
  

第三の選択肢 
ワ 

政府の主導 
ワ 

Ⅰ
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一 デン 型 ) 

 
 全功、 共助、 自助のべストミックス 

Ⅰ 0 家族や企業 

0 個人の自己 

0 新たな受け 
地 

0 官僚主導で 

  T 
に 依存するのでなく 
社会全体で支え 合う福祉 

責任に帰するのでなく 
社会連帯や相互扶助に よ る福祉 

皿の基盤として 
域 社会や NPO が担っていく 福祉 

ほ なく、 労使代表や 
利用者代表が 参加する福祉 
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■社会保障制度見直しの 視点 ( そのい   少子化を止める、 緩める   ・働き方と社会保障のあ り方が、 子供を生み ， 育てやすい環境を つ く る 
ホ女性就業率の 高い国ほど出生率が 高い 

    ( 年金パンフ p9)   

，世代間、 世代内の対立から 協力へ 

  0 「非典型」雇用労働者の 増大は、 社会システムの 持続可能性を 失わせる 
・パート労働者、 フリータ一の 増加で、 未 加入者が増大している   

・「非典型」がこのまま 広がれば、 社会保険制度は 持続可能でなくなる   

適用対象の見直しと、 雇用改善策が 不可欠   
・公共支出が 大きいと経済成長が 低下する根拠はな い 

・財政構造の 見直しで福祉・ 社会保障への 資源配分の変更が 必要 
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■社会保障制度見直しの 視点 ( その 2)     
ホ 社会保険による 支え合い、 最低保障は国の 役割 

0 「国民負担率先にあ りき」ではない 
・国民負担率と 経済成長率との 明確な関連性はな い ( 宮島洋 著 「高齢化時代の 社会経済学」 ) 

・「潜在的国民負担率」に よ る社会保障抑制は 生活・将来不安を 増大させる 
・信頼に値する 制度、 負担に値する 制度の中身こそが 問題であ る 

求 透明性・納得性・ 信頼性の確保     
国民・利用者が 納得し、 参画し、 協力する制度を づ くること 
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■社会保障制度見直しの 視点 ( その 3) 

O 国   
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 0 事業主の社会的責任 : 社会保険料の 企業負担の必要性 
・社会保険制度があ ることで労働者 は 安心して働けて、 企業メリットがあ り、 雇用の必要なコスト 
，業務外の病気・けがも 職場のストレス 等安全衛生に 起因する ( 企業責任 ) 
・企業負担 は 、 製品・サービス 価格に転嫁され、 生産性向上で 吸収きれ 蕃 

  ・国際的な公正競争の 視点からも企業負担は 必要 

社会保険料率の 国際比較 ( 勤労者 ) 
                                保険料率 :" 力を木人負担 ; う ぉ妻 毯主貴垣                                                                                                                             。 毎 ;,:...".. 。 ;.; 。 砕片前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

日本 (99.4)   医療保険 ( 政管健保 )7.43% 。 ( 標準報酬月額金 8.5%, ボ 

ぅ金 ] 
22 Ⅱ 6%0  Ⅱ 0 ， 89% Ⅱ ， 2 ア % 一 ナス 分 0.6%). 年金保険 ( 厚生年金 )13.58%9 標準 報 

酬 月額分け． 35%. ボーナス 分 1%). 雇用保険 1.]5%0 

9.6 「 % 。 31.97% 疾病保険 穏 ． 55%. 年金保険 16.35%. 寡婦保険 0 Ⅱ %, 
                        {98 ・ @ 41.58% 家族給付 5.4%, 失業保険 6,]8% 

ドイツ (98) 42.2 Ⅲ。 20.95% 21.25% 
年金保険 ].5% 、 災害保険 20.3% 0 ・ 、 3% 疾病保険 。 ( 平均 ), ( 平均 失業保険 )13.6%, 6.5% 。 介護保険     

スウェーデン (9B)t35.53% 6.95% 。 28.58%     
イギリス (97.4)  最大 20%0 最大づ 0% 注 4  最大 70% 注 5  国民保険 ( 退職者年金，求職者給付・ 労働不能給付 宰 ) 

アメリカ (99) 注 3  15.3%0 7.65% 。 7.65%0 老齢・遺族・ 障害年金 (OASDl) 「 2.4%. メディケア 2.9%0 

資料 : 厚生省資料 く円 Ⅱ ヰ豚 秘色音 ) 

何としても、 社会保障の抜本改革を 成し遂げなければならない 
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T. 連合の社会保障制度改革の 基本的考え方 

連合「 21 世紀社会保障ピジョン」 (2002, 10)  より 
一安心・公正・ 連帯広めとづ く 福祉社会への 総合戦略 一 

◆連合が提案する「 21 世紀社会保障ピジョン」の 5 つのポイント 

1 . 社会保障制度は、 21 世紀の日本の 経済社会にとって 不可欠な「社会的共通 財 」であ る。 
連合がめざす 社会 ( 労働を中心とした 福祉社会 ) の基盤であ る社会保障のト 一タル像を提起した。 

2 . 国民・利用者による「参加と 責任の分かち 合い」を基本とした 制度運営への 改革を重視する ( 社会 
保障基金の創設など ) 。 

3 . サービス利用の「自己選択権 」を重視し、 医療、 介護保障は社会保険方式を 基本に 、 一定の利用者 
' 負担を求めるため、 年金制度は現行の 給付水準を維持する。 
4, 年金、 医療、 介護等の改革によって、 勤労者の税・ 社会保険料の 家計負担は、 2025 年でも年収の 
20% 前後で十分に 負担可能であ る。 

5 ‥社会保障は「助け 合い」 ( 社会連帯 ) のシステム、 この「連帯」こそ 労働組合の「原点」と「 力 」で 
あ る。 社会保障改革の 担い手は労働組合であ り、 労働組合の社会的・ 歴史的責務であ る。 

◆社会保障の 基本理念とその 具体化 

1. 社会保障の 4 つの基本理念 
0 「普遍主義」、 「措置制度」からの 脱却、 「参加と責任分担」、 「社会連帯」 

2. 基本理念を具体化する 主な 4 分野の制度改革 
0 資源配分の変更、 行政機能の再構築、 社会的合意、 地方分権 の推進 

◆連合「 21 世紀社会保障ビジョン」が 描く 2025 年の姿 
( 「連合ビジョン」パンフ p4-5 を参照 ) 
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◆社会保障 制     の 抜本改革とは 

( 年金パンフを 参照 )   
0 基礎年金の「全額秘方式」への 移行 

・少子高齢化でも 維持可能な安定的な 制度確立 
0 老後生活の柱としての 適正水準 ( 現行水準 ) の確保 
0 賦課方式への 移行 
0 パート等の厚生年金への 適用拡大 
0 「年金一元化」は 中期的な目標 

・雇用労働者の 厚生年金への 完全適用を双提に 被用者年金の 一元化の合意形成 
・自営業者等の 所得捕捉を徹底し 所得比例年金を 検討 
・被用者年金と 自営業者等の 一元化を展望 

  く連合が考える 年金の給付と 負担 ノ 

  

  

  
  

    

目 
    

      

    

  

  
年金保険料 

  
社会保障 税 
@ 現行の手案主負担分 ) 

年金目的税 
鰐 貢税 ぬ 3%) 

現行の税で対応   
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    的な 宙 土色支払われた 軒合 [ 男柱 @ 

Ⅰ l 



          
  0 利用料は介護給付費用の 1 割を基本 

0 市町村 ( 保険者 ) の役割・機能強化     
口 「社会保障基金   l ( 仮称 ) の設立   
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